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【解説】 現存被ばく状況における汚染した物の搬出のためのガイドライン（案） 
 
 本解説では、現存被ばく状況における汚染した物の搬出について解説する。「物」とは、

固体状であって、搬出時において再利用、再使用することが正当化される有価物 †で、具

体的には、車両、機材及びその他の物品を指す。ただし、食料品はこれに含まない。 
（個別の具体的な事例については【例題】を参照） 
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1. ガイドラインの背景 
現存被ばく状況とは、「管理についての決定がなされる時点で既に線源が存在して

いる状況であり、放射線防護方策を正当化するか、あるいは少なくとも放射線防護方

策を考えなければならないほど高い被ばくを生じる状況」として定義される (1)。 
住居内又は作業場内のラドンや自然起源の放射性物質（NORM）は現存被ばく状況

としてよく知られた事例であり、環境中の残渣、原子力事故や放射線緊急事態によっ

て汚染された土地もこれに該当する。放射線防護標準化委員会では、「現存する被ば

く状況に関する防護の安全規準」を 2009 年 3 月 24 日に制定し (2)、同安全規準の下に、

「ラドンに関する防護のガイドライン」「NORM 等に対する防護のガイドライン」「航

空機被ばくに関する防護のガイドライン」を定めてきたところである。 
福島第一原子力発電所事故の発生後に開催された放射線審議会基本部会における

検討 (3)では、事故によって拡散した線源は放射線防護方策を計画する時点で存在して

おり、計画被ばく状況に適用されるように完全に制御可能なものではないという認識

のもと、線源を制御することにより公衆の線量限度 1 mSv/年を担保しようとすること

は適切ではなく、現存する線源からの被ばく線量を計画的に低減させる放射線防護方

策を適用する必要があるとしている。この考え方に基づけば、事故によって汚染した

物や土壌、食品等については、現存被ばく状況の放射線防護の考え方を適用し、公衆

が受ける被ばく線量を計画的に通常に近いレベルにまで低減させる必要がある。 
このうち、汚染した物の取扱いについて、政府の原子力災害現地対策本部は 2011

年 3 月 20 日、内閣府原子力安全委員会の助言を踏まえ、警戒区域（当時）から搬出

される物を除染するための基準（以下、汚染拡大防止スクリーニングレベル）を一般

的なGM管式表面汚染サーベイメータの指示値で100,000 cpmと設定した (4)。そして、

事故発生から 5 ヶ月が経過した段階で、「スクリーニングレベルについては、モニタ

リングの結果や入退域の状況等を総合的に勘案し、適切に定めて段階的に低減してい

くことが望ましい」との原子力安全委員会の助言を踏まえ、同年 9 月 16 日以降は、

汚染拡大防止スクリーニングレベルを 13,000 cpmに変更した (5)。 
表 1 に、福島第一原子力発電所事故後のスクリーニングレベルについて整理した結

果を示す。厚生労働省が同年 12 月 22 日に定めた「除染等業務に従事する労働者の放

射線障害防止のためのガイドライン」(6)においても、除染等作業者が作業場所から持

ち出す物の搬出基準は 40 Bq/cm2と定められ、一般的なGM 管式表面汚染サーベイメ

ータの指示値で 13,000 cpmに相当するとされている。 
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表 1. 福島第一原子力発電所事故後のスクリーニングレベル 

 
 

2. ガイドラインの策定に参考となる考え方 
 国際放射線防護委員会（ICRP）は、現存被ばく状況における公衆の放射線防護の考

え方について、以下の通り勧告している。本ガイドラインの策定にあたって特に参考

となる考え方が示された箇所を下線で示す。 
 
(1) ICRP Publ. 82（長期放射線被ばく状況における公衆の防護）(7) 

 自然と人工の放射性核種はまた、過去の活動や事象あるいは事故からの放射性残渣で汚

染された環境から商品中に取り込まれることもある。これは、商品の汚染がもっと広が

る仮定であり、制御の方法は介入に対する放射線防護体系 による。しかし、主として

市場の国際化 のために、商品中の放射性核種の介入免除レベル をケースバイケースで

確立することができず、むしろそれらを標準化する必要がある（パラグラフ 124）。 

 公衆の構成員が受ける現存年線量が約 10 mSvを下回るような状況では介入は正当化さ

れそうもない。商品に起因し、介入を受け入れる年線量の成分がこのレベルに近づくこ

とさえそれを許すのは不合理であろう。自然バックグラウンドの被ばくは少なくとも年

当たり数 mSv の年線量をもたらし、許可された行為から起こりうる年線量を考慮する

と、介入から免除すべき全ての商品からの年線量について年当たり数 mSv のオーダー

の上限値が残される。数種類の商品が同時にある特定の個人に対して高められた長期被

ばくの源となることはありそうもない（パラグラフ 125）。 

 ある状況において長期被ばくの重要な要因となるある種の建材のような、介入を受け入

れる主な種類の商品からの予測される個人年線量に対しては、およそ 1 mSvの一般介入

免除レベルを勧告する。この勧告に基づき、関係する国の機関および、該当する場合に

は、国際機関は、個々の商品、特に特定の建材に対して、放射性核種別の一般介入免除

レベルを誘導すべきである（パラグラフ 126）。 
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 勧告された一般介入免除レベルは、注意して用いるべきである。例えば、いくつかの基

本的な建材や食料品のように、ある状況においては通常生活のために代用品がなく、ま

た欠かすことが出来ない商品がある。数多くの消費財のようなその他の商品は不必要と

みなされることもある。これらの異なった状況に同じ規準を使うことは適切ではない。

それに加えて、通常、数十µSvの年線量で表される個々の消費財に対する免除について

の国際的および国のガイダンスがあることを想起すべきである。介入免除レベルは、行

為から放出されるかもしれない放射性核種の放射能量に課される限度を緩和するため

に、明白にも暗黙にも使うべきでない。特に、行為の廃止に由来する材料のリサイクル

を許すために用いるべきでない（これらの状況は、行為に対する規制免除規準を用いて

もっとよく取り扱われる）（パラグラフ 127）。 

 介入戦略が最適化されたという理由で、事故による被影響地域の年線量が受け入れられ

るならば、被影響地域で生産された商品の別な場所での使用による個人の年線量は、被

影響地域における線量よりも通常高くはならないであろうから、被影響地域の外の状況

もまた受け入れることができるだろう。しかし、事故による被影響地域における商品の

生産は、事故後数年で始めることができるかもしれない。この可能性は、事故後適用さ

れる介入戦略において考慮されるべきである（パラグラフ 130）。 

 
表 2. 定量的勧告（ICRP Publ. 82(7)の表 1） 

概念 量 数値 [mSv] 

介入がほとんど常に正当化される一般参考

レベル 

（それより上では、介入はほとんど常に正

当化されるべきである） 

 

介入が正当化されそうにない一般参考レベ

ル 

（それ以下では、介入は選択肢であるが、

正当化されそうになく、また、それより上

では介入が必要かもしれない） 

現存年線量（ある与えられた場所

における長期被ばくの全ての線

源に起因する全ての「長期」年線

量の総和） 

 

現存年線量 

<〜100 

 

 

 

 

<〜10 

商品に対する介入の免除 

（たとえばある種の建材のような、主要商

品に対する介入免除レベルを導出するため

の規準） 

追加年線量 

（主要なタイプの商品に起因す

る年線量） 

〜1 

行為に対する線量限度 

（全ての関連する行為によって与えられる

個人線量に適用できる） 

 

 

行為に対する線量拘束値 

総合された追加年線量 

（全ての関連する行為に起因す

る全ての年線量（一時的、および

長期）の総和） 

 

追加年線量 

1 

 

 

 

 

<〜1 & 〜0.3 
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（行為の範囲内にある線源からの個人線量

に適用できる；線源の防護の最適化に使わ

れる） 

 

行為の規制免除 

（行為の範囲内にある線源に対する免除レ

ベルを導出するための規準；線源での防護

は最適化されるべきであり、また線源は正

当化された行為の部分であるべきである）b 

 

（長期成分に対しては）a 

 

 

追加年線量 

 

（〜0.1） 

 

 

〜0.01 

a. 線量の組み合わせのいかなる考え得る状況の下においても、適合を保証するための線

量算定法が利用できない場合に考慮する。 

b. 行為から放射性物質を含む物質が放出され、その後無制限に公衆の使用する商品とし

てリサイクルされるかもしれないような物質の規制免除に、一般的に適用することも

できる。 

 
(2) ICRP Publ. 103（国際放射線防護委員会の 2007 年勧告）(1) 

 線源は多数ある可能性があり、ある個人は複数の線源からの放射線に被ばくするかもし

れない 。線量が確定的影響（有害な組織反応）のしきい値より下であるとすると 、そ

の状況に起因する追加線量とそれに応じた確率的影響の確率の増加との間に想定され

る比例関係によって、全被ばくの各成分を独立に扱い、放射線防護にとって重要な成分

を選択することが可能となる。更に、これらの成分を様々な目的に関連したグループに

再分割することが可能である（パラグラフ 46）。 

 1990 年勧告では、個人線量が有害な確定的影響のしきい値よりも十分低い ならば、あ

る線源の個人線量への寄与の影響は他の線源グループからの線量の影響と無関係であ

る、と指摘されている。多くの目的のためには、個別の線源又は線源グループは、通常

そのままで扱うことができた。次に、この線源又は線源グループに曝される個人の被ば

くを考える必要がある。この手法は“線源関連”アプローチと呼ばれる。ある線源からの

個人グループの防護を確実にするため、その線源に対し措置をとることができることか

ら、委員会は今回、線源関連アプローチが最も重要であることを強調する（パラグラフ

197）。 

 計画被ばく状況について、個人が受けるかもしれない線量に対する線源関連の制限は、

線量拘束値である。潜在被ばくに対しては、対応する概念はリスク拘束値である。緊急

時被ばく状況及び現存被ばく状況 については、線量関連の制限は参考レベル である。

線量拘束値と参考レベルの概念は、あらゆる被ばくを、社会的・経済的要因を考慮して、

合理的に達成できる限り低く保つことの保証を支援するための防護における最適化の

プロセスで用いられる。したがって、拘束値と参考レベルは、一般的な事情の下で最適

な防護レベルを保証する 最適化のプロセスの重要部分 であると言うことができる（パ

ラグラフ 198）。 

 線源関連の制限は、複数の線源がある場合には十分な防護を提供しないであろう、とい
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う議論もありうるであろう。しかし委員会は、大抵の場合そこには 支配的な線源 があ

り、適切な参考レベル又は拘束値の選択が適切な防護レベルを保証すると推測する。拘

束値又は参考レベルより下での最適化の線源関連原則は、状況がどのようなものであれ、

防護の最も有効なツールであると委員会は引き続き考える（パラグラフ 199）。 

 現存被ばく状況は、管理についての決定がなされる時点で既に存在している状況である。

放射線防護対策を正当化するか、あるいは少なくともそれを考えるほど高い被ばくを生

じるかもしれない多くのタイプの現存被ばく状況がある。住居内又は作業場内のラドン、

及び自然起源の放射性物質（NORM）はよく知られた事例である。また、ICRP の防護

体系内で行われなかった作業からの放射性放出物に由来する 環境中の残渣 、あるいは

事故や放射線事象によって 汚染された土地 からのような、現存の人為的被ばく状況に

対して放射線防護の決定を行う必要もあるかもしれない。被ばく低減対策が正当化され

ないことが明らかであるような現存被ばく状況もある。現存被ばくのうち、どのような

構成要素が管理になじまないかの決定は、線源又は被ばくの制御可能性ばかりでなく、

経済的・社会的・文化的な一般的事象にも依存する、規制当局の判断が必要である（パ

ラグラフ 284）。 

 現存被ばく状況は、複数の被ばく経路が関与することがあり、またその被ばく状況は一

般に、極めて低い線量から、稀なケースでは数十 mSv に及ぶ年間個人線量の広い分布

をもたらすという点で、複雑になりうる（パラグラフ 285）。 

 委員会は、個人線量で設定された参考レベルは、現存被ばく状況における被ばくに対す

る 最適化プロセスの履行 と関連付けて使用すべきであると勧告する。その目的は、最

適化された防護戦略、あるいはそのような防護戦略の漸進的な一連の拡張を履行して、

個人線量を参考レベルより下に引き下げることである。ただし、参考レベルを下回る被

ばくは無視すべきではなく、防護が最適化されているか、又は更なる防護措置が必要か

どうか確かめるため、それら参考レベルを下回る被ばく事情についても評価すべきであ

る。最適化プロセスのエンドポイントを先験的に決めてはならず、防護の最適化された

レベルは状況によるであろう（パラグラフ 286）。 

 現存被ばく状況の参考レベルは、予測線量 1 mSvから 20 mSvのバンドに通常設定すべ

きである。関連する個人は、被ばく状況に関する一般情報と、彼らの線量の低減手段を

受けるべきである。個人の生活タイプが被ばくの重要な要因となるような状況では、教

育や訓練とともに、個人のモニタリング又は評価が重要な用件であることがある。原子

力事故又は放射線事象の後の汚染された土地における生活 は、この種の典型的な状況

である（パラグラフ 287）。 

 現存被ばく状況について参考レベルを設定する上で考慮すべき主な要素は、その状況の

制御の可能性、及び類似状況の過去の管理経験である。ほとんどの現存被ばく状況で

は、被ばくした個人と当局者が、被ばくを“通常”と考えられるレベルかあるいは同等の

レベルまで引き下げる ことを望んでいる。これは特に、NORM 残渣や事故による汚染

などのような、人の活動から生じる物質による被ばくの状況に当てはまる（パラグラフ

288）。 
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(3) ICRP Publ. 111（原子力事故または放射線緊急事態後の長期汚染地域に居住する

人々の防護に対する委員会勧告の適用）(8) 
 現存被ばく状況にとっての長期目標は、“被ばくを通常と考えられるレベルに近いある

いは同等のレベルまで引き下げること ”（ICRP Publ.103(1), パラグラフ 288）であること

から、汚染地域内に居住する人々の防護の最適化のための参考レベルは、このカテゴリ

ーの被ばく状況の管理のためにPublication 103で勧告された1-20 mSvのバンドの下方部

分から選択すべき であることを、委員会は勧告する。過去の経験 は、長期の事故後の

状況における最適化プロセスを拘束するために用いられる 代表的な値が 1 mSv/年であ

る ことを示している。国の当局は、その時点で広く見られる状況を考慮に入れ、また、

復旧プログラム全体のタイミングを利用して、徐々に状況を改善するための中間的な参

考レベルを採用しても良い（パラグラフ 50）。 

 原子力事故または他の放射線緊急事態の後には、食品以外の物品も汚染されている可能

性 がある。これらには、木材、紙、油などの農産物 、または金属くずなど汚染された

物質から再利用される他の製品が含まれる。防護の目的は、この場合もまた、社会的及

び経済的因子を考慮に入れて、被ばくを合理的に達成可能な限り低減すること である

（パラグラフ 92）。 

 委員会は、汚染の防止（例えば、汚染地域における農業は、食品以外の生産に慎重に変

更することを考慮するなど、可能かつ適切であればいつでも代替によって）、および 汚

染された物品の管理を含む最適な戦略を策定 するよう勧告する。このような 汚染され

た物品は、条件付き、あるいは無条件で取引し、使用できる。物品の使用目的および、

取引または使用条件に応じて、関連する食品向けの汚染の判断基準が決められるべきで

ある（パラグラフ 93）。 

 汚染地域内での汚染された物品の使用に対する汚染レベルは、現実的な被ばくシナリオ

に基づき年間線量の参考レベルから誘導されるべきである。当局は、使用に対して拘束

力のある、または推奨される条件を定めてもよい（パラグラフ 94）。 

 汚染された物品や汚染された物質を用いて汚染領域外で製造された消費財の取引は、

国際貿易のための規則や勧告に従うべきである。それにもかかわらず、受取人と協議し、

重要なステークホルダー、特に、輸出国および輸入国の規制当局の同意を得て汚染され

た物品を取引するための明確な規定が設けられる状況があり得る。国際機関は、汚染さ

れた物品（例えば、原子力施設の解体後）の使用または取引のための数値を勧告してい

る；これらは、各国の当局が関連する汚染の判断基準を定める際のベンチマークとして

使用できる（パラグラフ 95）。 
 

  



【解説】 

現存被ばく状況 8 

3. ガイドラインの根拠となる考え方 
 放射線防護の原則は、正当化、防護の最適化、個人線量制限であり、本ガイドライ

ンで対象とする現存被ばく状況においても、正当化、防護の最適化の原則は維持され

る。すなわち、汚染した物の搬出はその後の放射線被ばくを伴うものであるため、被

ばくする個人または社会に対して、それが引き起こす放射線損害を相殺するのに十分

な便益を生むものでなければ、これを採用すべきでない（正当化の原則）。さらに、

たとえ正当化された搬出であったとしても、経済的および社会的要因を考慮したうえ

で、個人線量の大きさと被ばくする人の数を合理的に達成できる限り低く保たなけれ

ばならない（防護の最適化の原則）。 
 現存被ばく状況における防護の最適化には、年線量 1-20 mSv の参考レベルを適用

する。そして、長期目標としては、被ばくを通常と考えられるレベルに近いあるいは

同等のレベルまで引き下げるために、年線量 1-20 mSv のバンドの下方部分から参考

レベルを選択する。現存被ばく状況においては、本ガイドラインで扱う汚染した物以

外にも、土壌に沈着した放射性核種、汚染食品、放射性廃棄物など、複数の被ばく経

路が存在することになる。 
 別途定める標準「緊急時被ばく状況における汚染した物の搬出のためのガイドライ

ン」では、汚染した物からの被ばくに対する線量規準に、緊急時被ばく状況に適用す

る参考レベル（年線量 20-100 mSv）の上限値である年線量 100 mSv の 1/10 を割り当

てている。この考え方は、国際原子力機関（IAEA）の安全要件文書GSR Part.7(9)でも

採用されているように、緊急時被ばく状況に適用する参考レベルの上限値が有害な確

定的影響のしきい値 ‡と同程度であることから、すべての被ばく経路から受ける線量

が参考レベルを超えないことを保証するためであった。 
 線量の割り当てに関して、ICRP2007 年勧告 (1)では、線源関連アプローチについて

の記述の中で、「個人線量が有害な確定的影響のしきい値よりも十分低いならば、あ

る線源の個人線量への寄与の影響は他の線源グループからの線量の影響と無関係で

ある（パラグラフ 197）」と述べている。現存被ばく状況における防護の最適化のため

に適用する参考レベルは年線量 1-20 mSv であり、長期目標として、年線量 1-20 mSv
の下方部分から選択することを考慮すれば、ある線源の個人線量への寄与の影響は、

有害な確定的影響のしきい値よりも十分に低い。したがって、現存被ばく状況におけ

る汚染した物から受ける被ばくに対しては、線源の重畳を考えることなく、線量規準

を設定することができると考えられる。さらに、標準「緊急時被ばく状況における汚

染した物の搬出のためのガイドライン」では、線量規準を年実効線量 10 mSv 以下と

定めており、緊急時被ばく状況から現存被ばく状況への移行における整合性を考慮す

ることで、本ガイドラインでは、現存被ばく状況における汚染した物からの被ばくに

年線量 1-10 mSv の線量規準を適用することとした。 
 防護の最適化は、将来の被ばくを低減することを目的とした前向きの反復過程であ

る。このことを考慮に入れ、本ガイドラインでは、汚染した物から受ける被ばく線量

                                            
‡有害な確定的影響のしきい値の最小線量は、最新の組織反応の知見(10)によれば、急性照射で 0.1 Gy（一時的

な不妊（精巣））、分割照射で 0.5 Gy（白内障）、慢性照射で 0.2 Gy/年（永久的な不妊（卵巣））である。 
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が年線量 1-10 mSv であったとしても、経済的および社会的な要因を考慮して、およ

そ 1 mSv の年線量に向けて、合理的に達成できる限り被ばく線量を低減する措置を講

じるべきであると定めた。また、搬出先が国外の場合には、国際間で取引される商品

に対する対応措置を考慮する必要があるため、ICRP Publ. 82(7)で勧告された商品に対

する介入免除レベルを参考に、年線量 1 mSv を満足するべきであると定めた。 
 なお、本ガイドラインは現存被ばく状況を対象としており、計画被ばく状況におけ

る汚染した物の搬出については、別途ガイドラインを設定するものとする。 
 

4. ガイドラインの線量規準に相当する汚染拡大防止スクリーニングレベルの一例 
 本ガイドラインでは、現存被ばく状況では、汚染した物から受ける年実効線量が

1-10 mSv 以下であれば、当該物を搬出することができるとしている。ここでは、福島

第一原子力発電所事故後の状況に基づいて、年線量 1-10 mSv の線量規準の下限であ

る年線量 1 mSv が、どの程度の表面汚染密度や汚染拡大防止スクリーニングレベルに

相当するのかを一例として示す。 
 
(1) 表面汚染線量評価モデル 

 放射線防護標準化委員会では、本検討を進めるにあたり、年線量規準に相当す

る表面汚染密度を計算するための表面汚染線量評価モデルについて、これまでに

国内で実施された研究等の文献調査を実施した。その結果、緊急時被ばく状況に

おいて線量評価上重要となる放射性ヨウ素 131、放射性セシウム 134 及び放射性

セシウム 137 の放射性核種について検討されたものとして、二つの表面汚染線量

評価モデルを選定した。以下に各モデルの概要を示す。 
 

A) 使用済燃料キャスク及び小型輸送物を対象にした評価例 
 Munakata(11)は、IAEA-TECDOC-1449(12)で示された輸送物表面汚染に対する被

ばく線量評価モデルを参考に、国内における使用済燃料キャスク（直径 2.3 m、

長さ 5.9 mの円筒）と小型輸送物（一辺 0.3 mの立方体）の輸送の実態を踏まえ

て、輸送物表面上にある非固定性汚染から作業者が受ける被ばく線量を評価する

モデルを開発している。年間被ばく時間については、輸送作業ごとに 4.9 時間～

1,464 時間が設定され、外部被ばく線量を評価する距離については、0.5 m～3.0 m
が設定されている。論文 (11)では、TECDOC-1449(12)で取り扱われた 356 核種に対

して、単位表面汚染密度あたりの年間被ばく線量が計算されている。 
 

B) 一般形状物を対象にした評価例 
 Ogino and Hattori (13)は、表面が汚染した物の形状を三種類に一般化し、手で扱

う物（0.1 m2）、近傍で扱う物（1 m2）、遠隔で扱う物（10 m2）について、公衆（成

人、子ども）が再使用することで受ける被ばく線量を評価するモデルを開発して

いる。年間被ばく時間については、現実的パラメータとして 450 時間、低確率パ

ラメータとして 1,800 時間が設定され、外部被ばく線量を評価する距離について
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は、近傍で扱う物では 0.2 m、遠隔で扱う物では 1 mが設定されている。論文 (13)

では、主な原子炉施設のクリアランスで線量評価上重要となる 20 核種に対して、

クリアランス線量規準相当の表面汚染密度が計算されている。 
 
 上記二つのモデルで設定された年間被ばく時間について、Munakata モデルでは、

国内における放射性物質輸送の実績を考慮した安全側の設定をしている。Ogino 
and Hattoriモデルでは、IAEA クリアランスレベル計算に倣って設定している。 
 

(2) 年実効線量から表面汚染密度への換算 
 二つの表面汚染線量評価モデルから導出された、単位表面汚染密度（Bq/cm2）

を年実効線量（mSv/y）に換算するための係数について、表 3 と表 4 に示す。 
 使用済燃料キャスク及び小型輸送物を対象にした評価 (11)では、使用済燃料キ

ャスクの方が小型輸送物よりも安全側の結果を与えるため、表 3 では使用済燃料

キャスクについての結果を示している。同様に、一般形状物を対象にした評価 (13)

では、近傍で扱う物の方が遠隔で扱う物よりも安全側の結果を与えるため、表 4
では近傍で扱う物についての結果を示している。 

 
表 3. 使用済燃料キャスクにおける単位表面汚染からの年間被ばく線量  (11) 

 線量換算係数（(mSv/y)/(Bq/cm2)） 
 外部被ばく 経口摂取 吸入摂取 

I-131 3.9 x 10-3 1.1 x 10-3 5.2 x 10-5 
Cs-134 1.5 x 10-2 9.5 x 10-4 7.4 x 10-6 
Cs-137 5.8 x 10-3 6.5 x 10-4 3.2 x 10-5 

 
表 4. 近傍で扱う物における単位表面汚染からの年間被ばく線量 (13) 

 線量換算係数（(mSv/y)/(Bq/cm2)） 
 外部被ばく 経口摂取 吸入摂取 

I-131 7.7 x 10-5 1.2 x 10-3 1.8 x 10-6 
Cs-134 1.5 x 10-3 1.9 x 10-4 5.6 x 10-6 
Cs-137 6.7 x 10-4 1.5 x 10-4 4.8 x 10-6 

  注：経口摂取についての値は、手で扱う物についての結果を示している。 

 
(3) 年実効線量 1 mSv に相当する表面汚染密度 

 福島第一原子力発電所事故では多くの種類の放射性核種が環境中に放出され

たが、被ばく線量評価の観点から重要となるのは放射性ヨウ素 131、放射性セシ

ウム 134、放射性セシウム 137 の 3 核種と考えられる。福島第一原子力発電所敷

地構内における空気中放射能濃度の測定結果によれば、事故直後には、放射性ヨ

ウ素131は放射性セシウム 134や放射性セシウム 137のおよそ 100倍の濃度で観

察されていたが、時間の経過とともに物理学的半減期が約 8 日と短い放射性ヨウ
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素 131 は減衰し、放射性セシウムが支配的となっていった。 
 ここでは、緊急時被ばく状況から現存被ばく状況に移行し、仮に、放射性ヨウ

素 131、放射性セシウム 134、放射性セシウム 137 が 0.01：1：1 の比率で存在し

たと想定する。線量規準の最下限である年実効線量 1 mSv に相当する表面汚染密

度は、表 3 に与えられる係数を用いて、放射性ヨウ素 131 が 0.44 Bq/cm2、放射性

セシウム 134 が 44 Bq/cm2、放射性セシウム 137 が 44 Bq/cm2と求まる。同様に、

表 4 に与えられる係数を用いると、放射性ヨウ素 131 が 3.9 Bq/cm2、放射性セシ

ウム 134 が 390 Bq/cm2、放射性セシウム 137 が 390 Bq/cm2と求まる。 
  

(4) 一般的なGM 管式表面汚染サーベイメータ指示値の計算方法 
 放射性表面汚染の直接測定における表面汚染密度と放射線測定器の指示値の

関係は、日本工業規格 JIS Z 4504(14)によって、以下の式（1）の通り与えられる。 
 

 (1) 
 

 ここで、n は総計数率（s-1）、nbはバックグラウンド計数率（s-1）、Asは表面汚

染密度（Bq/cm2）、εiはベータ線に対する機器効率、W は放射線測定器の有効窓

面積（cm2）、εsは表面汚染の線源効率である。 
 事故後の汚染拡大防止スクリーニングにおいて一般的に用いられたGM 管式

表面汚染サーベイメータの有効窓面積 W は 20 cm2であった。また、放射性ヨウ

素 131、放射性セシウム 134、放射性セシウム 137 から主に放出される β線の最

大エネルギーはそれぞれ、0.606 MeV、0.658 MeV、0.514 MeV であり、β線の最

大エネルギーがすべて 0.4 MeV 以上であるため、JIS Z 4504(14)に準拠し、式（1）
の線源効率 εsは 0.5 を代入することができる。機器効率 εiについては、測定器ご

とに標準線源を用いて校正される値であるが、ここでは一律に 0.4 を与えること

にする。汚染拡大防止スクリーニングレベルは 1 分間あたりの正味計数率（counts 
per minute: cpm）として与えられるため、式（1）から計算される 1 秒あたりの正

味計数率（n-nb）を 60 倍する。 
 

(5) 汚染拡大防止スクリーニングレベルの一例 
 表5に年実効線量1 mSv相当の表面汚染密度と汚染拡大防止スクリーニングレ

ベルの一例について示す。 
 事故から時間が経過し、放射性ヨウ素 131、放射性セシウム 134、放射性セシ

ウム 137 が 0.01：1：1 の比率で存在したと想定すると、年線量 1 mSv に相当す

る表面汚染密度は、表 3 に与えられる係数を用いた場合には、放射性ヨウ素 131
が0.44 Bq/cm2、放射性セシウム134が44 Bq/cm2、放射性セシウム137が44 Bq/cm2

となり、式（1）に与えられた関係より、一般的な GM 管式表面汚染サーベイメ

ータで測定した場合の指示値は、およそ 21,000 cpmと求まる。したがって、現存

被ばく状況における汚染した物の搬出のための線量規準を1-10 mSvとする場合、
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汚染拡大防止スクリーニングレベルはおよそ 21,000-210,000 cpmと設定すること

ができる。同様に、表 4 に与えられる係数を用いた場合、汚染拡大防止スクリー

ニングレベルは 190,000-1,900,000 cpmとなる。 
 

表 5. 年線量 1 mSv 相当の表面汚染密度と汚染拡大防止スクリーニングレベルの一例 

表面汚染 
線量評価モデル 

年実効線量 1 mSv 相当の表面汚染密度 
（Bq/cm2） 

汚染拡大防止

スクリーニン

グレベル（cpm） I-131 Cs-134 Cs-137 
Munakata (11) 0.44 44 44 21,000 

Ogino and Hattori (13) 3.9 390 390 190,000 
 

 ここでの計算例では、表 5 に示すように、年線量 1 mSv に相当する汚染拡大防

止スクリーニングレベルが、一般的な GM 管式表面汚染サーベイメータの指示値

の 13,000 cpmを上回る結果となった。したがって、2011年 9 月 16日以降に 13,000 
cpmを汚染拡大防止スクリーニングレベルとして用いている現場の運用は、本ガ

イドラインと矛盾するものではないと考えられる。 
 

(6) 搬出の可否の判断に係る留意事項 
 本ガイドラインでは、現行法令とは別の独自の視点から、ICRPの勧告や学会の

存立基盤である学術的な知見をベースにして、汚染した物の搬出の可否の判断規

準を提示することとした。一方、本ガイドラインを実運用することで、現行の法

令違反を促してしまうとの懸念を受け、本ガイドラインの適用にあたっての注記

を例題に記載した。 
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